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事案の概要

本件は、特許出願の拒絶査定に対する不服審判請求（不服2020－1633号）について、請求不成立（明確
性要件違反、進歩性欠如）とした審決の取消訴訟である。
本件の請求項１の記載は、以下のとおりである。

【請求項１】
「入力端子と出力端子と共通端子を有する３端子増幅素子と、前記３端子増幅素子の前記共通端子に接続
されて前記３端子増幅素子に略一定の電流を流す定電流回路とを備え、
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（増幅器の出力回路－「…を特徴とする」が不明瞭とした明確性の判断は否定され
たが、進歩性欠如の判断は支持され、拒絶審決が維持された事例）［上］（全２回）
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